
〇令和８年度予算案

No. 事業名 担当府省庁 備考

1 孤独・孤立の実態把握に関する全国調査 内閣府
2 在留外国人に対する基礎調査の実施に必要な経費 法務省

3
外国人材の受入れ及び共生社会の実現に係る企画立案に資する各種会議等の運営に必要な経費（関係者ヒ
アリング）

1 の内数 法務省

4
「社会技術研究開発事業」のうち、「社会的孤立・孤独の予防と多様な社会的ネットワークの構築（社会
的孤立枠）」（JST 運営費交付金事業）

文部科学省

5 孤独・孤立対策ウェブサイト 内閣府
6 支援情報検索サイトの運用 76 の内数 厚生労働省
7 自殺対策に係る広報の制作・実施業務 76 の内数 厚生労働省
8 民間ボランティアである保護司等による刑務所出所者等への支援等 4,875 の内数 法務省
9 公正な在留管理の推進、共生社会の実現 9,420 の内数 法務省

10 孤独・孤立対策ウェブサイト 内閣府 再掲
11 支援情報検索サイトの運用 76 の内数 厚生労働省 再掲
12 自殺対策に係る広報の制作・実施業務 76 の内数 厚生労働省 再掲
13 児童生徒の自殺予防 文部科学省
14 こどもの自殺対策推進事業等 174 の内数 こども家庭庁 新規

15
こどもの人権SOSミニレター
外国人の人権問題対策

3,540 の内数 法務省

16 偏見・差別等の解消に向けた人権擁護活動の推進 3,540 の内数 法務省
17 寄り添い型相談支援事業 38,375 の内数 厚生労働省
18 保護観察対象者等の特性に応じた指導及び支援の充実強化 138 の内数 法務省

（単位：百万円）

令和８年度
予算額

１．孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする
1-①孤独・孤立の実態把握

46
11

1-②支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信
22

非予算事業

240

1-③声を上げやすい・声をかけやすい環境整備
22



19 医療観察対象者の社会復帰を促進するための地域処遇等の充実強化 317 の内数 法務省
20 困窮邦人等対策費 外務省
21 海外邦人精神障害者対策費 外務省
22 個別労働紛争対策の推進 3,289 の内数 厚生労働省
23 障害者団体等が行う障害特性の理解を図る啓発事業についての発信 内閣府 新規非予算事業

8
24



国

民間委託

委託業者

○調査対象：全国・全世代の個人
（10～15歳のこどもを追加）

○調査方法：統計的な手法で抽出した個人に対して調査
票を郵送し、郵送又はWEBフォームにより
回答を回収します。

○調査主体：一般競争入札（総合評価落札方式）により
業者を決定します。

○調査事項：孤独に関する事項、孤立に関する事項、
属性情報、その他関連項目等

○調査期間：12月～１月（調査基準日：12月１日）

○ 我が国における孤独・孤立の実態を把握し、各府省
における関連行政諸施策の基礎資料を得ることを目的
として、過年度に引き続き、孤独・孤立の実態把握に
関する全国調査（以下「全国調査」という。）を実施
します。

全国調査は、孤独・孤立対策推進法（令和５年法律
第45号）14条（調査研究の推進）に掲げる調査研究と
しての役割を担っており、「孤独・孤立対策に関する
施策の推進を図るための重点計画」（令和６年６月11
日孤独・孤立対策推進本部決定（令和７年５月27日一
部改定））でも「孤独・孤立に関する実態の把握を推
進する」とされています。

孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（内閣府孤独・孤立対策推進室）

８年度概算決定額 ０．５億円（７年度予算額 ０．５億円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

資金の流れ

○ 我が国における孤独・孤立の実態を把握することで、
関連行政諸施策の企画立案又は評価に資するデータを
提供します。

○ 全国調査を毎年定期的に実施することで、学術研究
等にも有用なデータを提供します。

○ 調査対象年齢を拡大し、こどもの孤独・孤立の実態
を明らかにします。

期待される効果

内閣府所管



外国人との共生社会の実現

在留外国人に対する基礎調査

○ 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和７年度改訂）
在留外国人の置かれている状況及び在留外国人が抱える職業生活上、日常生活上、社

会生活上の問題点を的確に把握することを目的とした「在留外国人に対する基礎調査」
について、共生施策の企画・立案により資するものとなるよう、これまで実施した調査
の結果を踏まえつつ調査を実施する。調査によって得られた結果について、関係省庁に
共有し、共生施策の企画・立案・実施に適切に反映させていく。【施策番号22】

概 要

令和８年度当初予算案
１０，７４７千円

関係省庁 調査対象外国人

政府全体

出入国在留管理庁

情報提供
総合調整

・ロードマップ及び総合的対応策の充実

（在留外国人の中から
２万人を無作為に抽出）・問題意識

・外国人が抱える問題
点を把握

・新たな施策の企画・
立案

・関係省庁や有識者から
意見聴取

・調査項目の決定
・調査票作成(10言語)

・外国人が抱える問題
点を把握

・新たな施策の企画・
立案・実施

・調査依頼を受領
・webで回答

実態把握を
依頼

依頼

報告

調査会社

調査実施委託

・集計
・報告書作成

回答



外国人との
共生社会の
実現を図る

出入国在留管理行政に係る関係者ヒアリング

○ 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和７年度改訂）
出入国在留管理庁が実施している関係者ヒアリング、出入国在留管理政策懇談会、各

地方出入国在留管理局が開催している出入国在留管理行政懇談会等において、引き続き
地方公共団体、企業、外国人支援団体等幅広い関係者及び有識者から、外国人に関する
共生施策の企画・立案に資する意見を聴取する。【施策番号21】

今後の出入国管理行政の在り方に関する検討に資するため、広く国民の声を
聴くという観点に立ち、幅広い関係者から意見等を聴取する関係者ヒアリング
を実施する。

概 要

意見聴取
（意見・
要望等）

聴取結果を踏まえ、

・ロードマップ及び
総合的対応策の充実

令和８年度当初予算案
１，１３８千円の内数

関係省庁

出入国在留管理庁

総合調整

情報共有

情報共有

政
府
全
体

・共生施策を
企画・立案・実施・研究者

・外国人個人
・外国人支援団体等
関係団体など

幅広い関係者



調査・研究・対話（フォーラム）
社会問題俯瞰調査：「総合知」による対応が必要な社会課題についての調査分析
JST各研究開発部門と連携したELSI等の調査・研究

社会技術研究開発事業

社会課題の解決やELSI対応の推進のため、人文・社会科学及び自然科学の研究者やステークホルダーが参画する社会技術研究を推進する。

 「第６期科学技術・イノベーション基本計画」 （令和３年３月26日閣議決定）は、気候変動問題等の地球規模課題を含む社会問題の解決や新たな価値創造のた
め、研究開発の初期段階からの倫理・法制度・社会的課題 (ELSI) 対応や、人文・社会科学と自然科学との融合による「総合知」の重要性を指摘。

内閣府「「総合知」の基本的考え方及び戦略的に推進する方策 中間とりまとめ」 (令和４年３月17日)は、「総合知」を活用する場の創出、ノウハウの蓄積、人材
育成などの課題を指摘。

【これまでの成果】

（担当：科学技術・学術政策局人材政策課）

令和8年度予算額（案） 14億円
（前年度予算額 17億円）

※運営費交付金中の推計額

［RInCA・小島PJ］「空飛ぶクルマ」の普及に向
けてELSI/RRIの課題を整理し、実装に向けて検
討すべき課題をまとめた「チェックリスト」を作成・公
開（社会実装を検討する日本航空及びその実
証を行う山梨県の関係者等との熟議でも活用）。
［孤立・山野PJ］社会的孤立・孤独の予防のた

め、AI活用により子どもたちの潜在的なSOSを
早期にキャッチし、適切な支援に繋げる「YOSSク
ラウドサービス」を、現場実証を経て産業界と共同
開発。累計30自治体194校以上の小中学校
の教育現場に導入（R7年12月時点）。
［SOLVEソリューション・石川PJ］幼児から青少

年を対象に心のレジリエンス向上を目指したメン
タルヘルス予防教育プログラムを開発。定着に向
け教員研修による人材育成体制を構築。京都・
東京・大阪・福島・滋賀・愛知など全国102施設
の他、北欧フィンランドの学校でも実証。

【事業スキーム】

JST国 大学・国立研究開発
法人、NPO法人等

運営費
交付金

俯瞰・
戦略ユニット 委託研究

（ファンディング）調査・研究

背景・課題

事業概要

委託
委託研究（ファンディング）
✓対象機関：大学、国立研究開発法人、NPO法人 等
✓予算規模：８百万円～30百万円／PJ・年 (50課題程度実施予定) ✓研究期間：最大４年半程度

〇SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム
シナリオ創出フェーズ(R1～R9)・
ソリューション創出フェーズ(R1～R12)
社会的孤立枠(R3～R9)
…社会的孤立・孤独のメカニズムを明らかにし、予防するための研究開発を推進。

デジタルソーシャルトラスト枠(R5～R10)
…デジタル化による負の側面がもたらす課題の解決に向けた研究開発を推進。

〇科学技術の倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム
(R2～R10)
…科学技術の社会実装に伴うELSI解決に向け、研究開発現場と連携・協働し、対応策を開発・人材を育成。

〇ケアが根づく社会システム（R7～R13)
…自然に助け合う社会の構築に向け、ケアの価値を科学的に見いだし、社会の現場で実践する研究開発を推進。

〇フューチャー・アース構想の推進（H26～）
…地球環境変動に関する研究への支援を行う国際グループに参画し、国際共同研究を推進。

【取組概要】

〇共通経費

40百万円（56百万円）…SDGsの達成に向けて、地域が抱える課
題に対し技術シーズを活用して解決に貢献。 240百万円（240百万円）

240百万円（480百万円）

165百万円（143百万円）

120百万円（150百万円）

135百万円（45百万円）

94百万円（110百万円）

136百万円（136百万円）

267百万円（267百万円）



孤独・孤立対策ウェブサイト 「あなたはひとりじゃない」

○孤独・孤立で悩んでいる方々に向けて、相談先を紹介するウェブサイトを開設
○具体的には、自動応答システム(チャットボット)により、利用者の悩みに応じ、分野別に相談窓口を紹介。また、悩みを抱えている方
向けのQ＆A等も掲載。

悩みに対応する支援窓口の紹介

相談窓口の例

令和８年度予算案 0.2億円



支援情報検索サイトの運用

①支援情報検索サイト https://shienjoho.go.jp/ にアクセスします。

②知りたい情報を選びます。

④検索結果が表示されるので、
相談先を選びます。
※「詳細」をクリックするとさらに
詳しい情報が表示されます。

イラスト：細川貂々

③都道府県・市区町村を選択し「検索」。
※②で「電話」を選択した時の画面です。
※都道府県・市区町村を選択しなくても検索できます。

悩み別、方法別、地域別に相談したい方に合った相談窓口を検索できるサイトです。

令和８年度当初予算案
0.8億円の内数

https://shienjoho.go.jp/


【広報ポスター・インターネット広告】

自殺に関連する
言葉を検索した方に

相談窓口が表示される

○ 全国でのポスターの掲示やネットでの広告等によりＳＮＳや電話相談の窓口（まもろうよこころ） を周知。
○ 具体的には、①広報ポスター（紙、電子媒体）、②インターネット広告（②動画広告、③ＳＮＳでの広告、④検索

連動広告）等を実施。

④検索連動広告
（Google・Yahoo!）

②動画広告
（YouTube・Yahoo!等）

①ポスター

自殺対策に係る広報の実施

③SNS広告
Facebook・X・LINE等におい
て、バナーや動画を配信

（イメージ）

（イメージ）

令和８年度当初予算案 0.8億円の内数

ポスター・動画では、電話やＳ
ＮＳの相談窓口をまとめた厚労
省ＨＰ「まもろうよこころ」を
案内

心にもやもやを抱
えているあなたへ
厚生労働省



保護司とは

● 地域の人々や事情等をよく理解しているという特性を活かし、保護観察官と協働して保護観察、
生活環境の調整、犯罪予防活動等を実施
● 法務大臣から委嘱される非常勤の国家公務員だが、給与は支給されず、ボランティアとして活動

１ 使命
・ 社会奉仕の精神をもって、犯
罪をした者及び非行のある少
年の改善更生を助けるととも
に、犯罪の予防のための世論
の啓発に努め、もって地域社会
の浄化を図り、個人及び公共
の福祉に寄与する。

２ 定数・現員
・ 定数は52,500人で、全国
883の区域（保護区）に配属さ
れ活動している。
・ 現員数は約46,000人
（充足率は約88％）

３ 任期
・ 任期は２年であるが、再任は妨
げられない。
・ 法令上の定年はないが、原則、
再任時の年齢を76歳未満として
運用。
・ 希望すれば、特例的に、78歳の
前日まで保護司活動に従事可能。

・ 平均年齢は約65歳であり、
全体の約８割を６０歳以上
が占めている。

４ 年齢

■ 犯罪予防活動
・ 非行や犯罪の発生原因となる社会環境の改善や世論の啓発を進め、犯罪抑止力の諸条件を強化することにより、非行や犯罪の発生を未然に防ぐ
ことを目的とする活動
・ 地域における様々な機関・団体と連携して行われており、保護司は、いわば地域社会のコーディネーターとしての役割も担っている
・ 刑期を終えて出所した人や保護観察期間を経過した人からの相談に対応している保護司会もある

非
行
・
犯
罪

警
察
及
び
検
察

裁
判
所

少
年
院
・
刑
務
所
等

社
会
復
帰

■ 保護観察
月に２～３回程度、保護観察対象者を自
宅に招くなどして面接を行い、保護観察期間
中の約束事や生活の指針を守るよう指導する
ほか、就労の援助、本人の悩みに対する相談
等を行い、毎月保護観察所に報告書を提出
する。

■ 生活環境の調整
矯正施設に収容されている人が釈放され
たときに、更生に適した環境で生活できるよう、
収容中から帰住先の調査や引受人との話し
合い、就職先等の調整を行うなどし、必要な
受入れ態勢を整える。

■ 保護観察等の実施

保護司とは

保護司の職務

【R7年度補正予算額 9,794千円の内数】
【R8年度予算（案）額 4,874,960千円の内数】



外国人生活支援ポータルサイトについて

多言語での情報提供の課題

 外国人がそれぞれの使用言語で、容易に最新の情報にアクセスすることができる環境を構築
 外国人が、日本で生活する上で知っておくべきルールやマナーなどを動画等により分かりやすく把握できる。

対応策

外国人生活支援ポータルサイト https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」に基づき、各省庁が多言語化された情報を発信

（2019.4.1開設）

情報の発信が日本語のHP内で行われることが多く、多言語化された情報にたどり着けない！

１．テーマ別ページ ２．生活・就労ガイドブック 3.特設ページ 4.やさしい日本語関連情報

 「生活・就労ガイドブック」の各章
に沿った1２のテーマ別に情報を
集約。

 定期的に更新し、最新の情報を
掲載。

 「生活・就労ガイドブック」を
 やさしい日本語を含む２０

   言語で掲載。

 マイナンバーカードの取
得方法等の解説や、災害
時に役立つ情報など “特
に伝えたい”ことを掲載。

 やさしい日本語ガイドラインや
「話し言葉のポイント」など、やさ
しい日本語の活用促進に関する
情報を掲載。

期待される効果

外国人が生活する上で知っておくべき制度、ルールやマナーなどの情報をポータルサイト内にリンク掲載。
⇒ポータルサイト内ではパソコンやスマートフォンの設定言語に自動翻訳（109言語対応）。
 ピクトグラムを使用するなどして情報を視覚的に分かりやすく掲載。

令和８年度当初予算案
９，４１９，７９１千円の内数



児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における
対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について（通知）

（平成30年１月23日付け29初児生第38号、社援総発0123第１号）

✓ 近年、自殺者全体の総数は減少傾向にあるが、自殺した児童生徒数は高止まりの状況
✓ SNSを利用し、自殺願望を投稿するなどした高校生等を誘い出し、殺害した事件の発生（座間市における事件）
✓ 「死ぬこと」や「自殺」を明示的に取り上げる自殺予防教育に関し、十分な取組が行われているとは言い難い状況

⇒ 新たな自殺総合対策大綱に定められた「SOSの出し方に関する教育」（※）の推進が重要。
平成30年１月23日、同教育の推進を求める通知を文部科学省・厚生労働省の連名で発出。

以下に掲げる留意事項及び各学校や地域の実情を踏まえつつ、各教科等の授業等の一環として、SOSの出し
方に関する教育を少なくとも年１回実施するなど積極的に推進すること。

１．実施に当たっては、保健師、社会福祉士、民生委員等を活用することも有効であること。
【保健師等を活用するメリット】

① 児童生徒に対して自らが必要に応じて相談相手になり得ることを直接伝えることができる （「いざとなれば私のところに相談に来て」と言える）
② 保護者も含めた世帯単位での支援が可能になる ③ 学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構築につながる

２．実施の際には、「24時間子供SOSダイヤル」や「チャイルドライン」などの相談窓口の周知を行うことが望ましいこと。

３．児童生徒の発達段階に応じた内容とすることが重要であることを踏まえ、各学校の実情に合わせて教材や
授業方法を工夫することが考えられること。

４．SOSの出し方のみならず、心の危機に陥った友人の感情を受け止めて、考えや行動を理解しようとする姿勢
などの傾聴の仕方（SOSの受け止め方）についても教えることが望ましいこと。

５．同教育は、厚生労働省の「地域自殺対策強化事業実施要綱」の「普及啓発事業」や「若年層対策事業」に

１ 背景

２ 通知の概要
（※）自殺対策基本法第１７条第３項に定める「困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における

対処の仕方を身に付ける等のための教育」を言う。

該当するとともに、「地域特性重点特化事業」（補助率10/10）にも該当し得るため、積極的に本事業を活用するよう

周知されたいこと。 



令和８年度予算案 ：1.7億円（0.6億円）
令和７年度補正予算：1.2億円

支援局 総務課こどもの自殺対策の推進

事業の目的
 令和６年の小中高生の自殺者数は529人と過去最多を記録したところであり、こうした中、令和７年常会において「自殺対策基本法
の一部を改正する法律」（議員立法）が成立し、同年６月11日に公布された。この法律では、こどもの自殺対策について、国の責務の
追加や地方公共団体による協議会の設置規定が新設されたほか、こども家庭庁の所掌事務としてこどもに係る自殺対策が追記された。

 また政府においては、令和５年から「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」（議長：こども政策担当大臣）を開催し、こどもの
自殺対策に関する施策を「こどもの自殺対策緊急強化プラン」として取りまとめ、関係省庁一丸となって総合的な施策を推進している。

 改正自殺対策基本法や緊急強化プラン等を踏まえ、地方公共団体における法定協議会の実効性を高めるとともに、広報啓発活動や
こどもの自殺に関する要因分析を実施することにより、こどもが自ら命を絶つようなことのない社会の実現に寄与する。

事業の概要
①法定協議会の効果的な運営に向けたモデル事業（R8予算案0.6億円

＋R7補正1.2億円）
 法定協議会の実効性を高めるため、自殺対策に係る活動を行う民間団体等と

連携を図りつつ、協議会の円滑な立ち上げや効果的な運営等のモデルの構築
や、こどもの自殺対策に関する相談窓口を設置することにより、運営に係る
課題や支援の事例等を把握する。

②こどもの自殺の要因分析（R8予算案：0.2億円）
 令和7年度に実施した要因分析の結果等を踏まえ、こどもの自殺の実態解明

に取り組むとともに、分析に当たっての課題把握を行う。
③こどもの自殺対策の推進に資する広報啓発活動（R8予算案：0.4億円）
 中学生や高校生を対象として、自殺対策に関する各種施策の実施やデジタル

コンテンツの作成・発信等を行う。
④ICTやAIの活用も見据えた新たな自殺対策の検討（R8予算案：0.5億円）
 ICTやAIを活用したリスクの早期発見等のため、今後の取組の推進方策につ

いて検討を行う。

実施主体等
【実施主体】①都道府県等 ②・③民間団体 ④国 【補助率等】①～③：10/10

こ ど も 家 庭 庁 民 間 団 体

③委託

②施策実施
③広報啓発

②課題把握
③効果検証

②補助

拡充

【事業①のイメージ】

【事業②・③のイメージ】

こ ど も 家 庭 庁 都 道 府 県 等

委託 連携

民 間 団 体 等



法務省の人権擁護機関における主な人権相談体制

こどもの人権ＳＯＳミニレター

◆全国の小中学校の児童・生徒を対象に、便箋兼封筒付きのミニレターを配布
（令和６年度における受領通数・・・７，１８９通）

※人権擁護委員と法務局職員が対応

◆法務局・地方法務局に民間の多言語電話通訳サービス等を利用した体制を整備
英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペ

イン語、インドネシア語、タイ語 ※窓口においては、約８０の言語に対応。

外国語による人権相談

令和８年度予算（案）額 ３，５４０， ３０６ 千円の内数



• 法務省の人権擁護機関では、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人
生を送ることのできる共生社会の実現に向けて、国民一人一人の人権意識を高め、人権への理解を深めるための
様々な人権啓発活動を展開

• 法務局職員及び人権擁護委員が、地方公共団体や民間企業等と連携し、地域の実情に応じた人権啓発活動を実施

法務省の人権擁護機関による「人権啓発活動」について

人権教室 全国中学生人権作文コンテスト

人権の花運動

人権啓発冊子・動画

・いじめ等について考える機会を作ることにより、
思いやりの心や命の尊さを学んでもらうことなど
を目的とし実施（令和６年度は、約99万人を対
象に実施）

・人種、障害の有無などの違いを理解し、認め合う
ことの重要性を認識してもらうため、車椅子体
験・障害者スポーツ体験などの体験型人権教室や、
インターネットによる人権侵害への対応として、
携帯電話会社と連携・協力し、スマートフォン等
の安全な利用について学ぶための人権教室を実施

・「ビジネスと人権」に関する国内外の関心を背景
に、企業関係者等を対象に、不当な差別やハラス
メント等、企業が関わる人権問題についての研修
を実施（「大人の人権教室」）

・第43回目を迎えた令和6年度は、約74万人
が参加

・入賞作文の作品集や、作品を題材とした啓
発動画などを作成し、配布・配信

・花の種子等を協力して育てることを
通じ、豊かな心を育み、優しさと思
いやりの心を体得してもらうことを
目的として実施（令和6年度は約39
万人が参加）

・人権課題に対応した啓発冊子・啓
発動画を作成し、配布・配信

啓発動画
「『誰か』のこと じゃない」
感染症編

令和７年度補正予算額 １１０， ３６０千円の内数

令和８年度予算（案）額 ３，５４０， ３０６千円の内数



国

補助金交付

＜事業の仕組み＞

指導指導
電話・
オンライ
ンによる
多様化し
た相談

必要に応じ
面談・同行支援

＜相談者＞

１．概要
（１）電話相談

一般的な生活上の悩みをはじめ、生活困窮者、DV被害者など社会的な繋がりが希薄な方々の相談先として、24時間365日無料の
電話相談窓口を設置して、電話相談を行う。

（２）直接支援・継続支援
直接的・継続的な支援として、①折り返しの電話、②直接面談、③他の相談機関への同行などを実施する。

（３）実施団体
令和７年度は、公募により選定された一般社団法人社会的包摂サポートセンターが実施。
当該法人が「中央センター」を設置するとともに、各地域で活動している団体の協力を得て「地域センター」を設置。

２．体制
全国ライン（0120-279-338）と被災地ライン（福島県対象）（0120-279-226）の２つのダイヤルを設置し、それぞれに生活全 般

の相談を受ける「一般ライン」と、外国語による相談「外国語ライン」、DV・性暴力の相談 「女性支援ライン」などの専門ラインを設
置している。

（参考）
令和6年度相談件数

約15.8万件

必要に応じ
面談・同行支援

相談員相談員 支援員委託・指導
コーディネーター

支援員

寄り添い型相談支援事業（よりそいホットライン）について

＜地域センター＞＜中央センター＞
電話・
オンライ
ンによる
多様化し
た相談

令和７年度予算 ４１２億円の内数
令和８年度予算案 ３８４億円の内数



効 果 的 な 保 護 観 察 処 遇

薬物事犯者

犯罪的傾向の改善等を図る処遇

性犯罪再犯防止プログラム

薬物再乱用防止プログラム

暴力防止プログラム

飲酒運転防止プログラム

Ｃ Ｆ Ｐ に よ る ア セ ス メ ン ト ( R 3 . 1 ～ )

保護観察用アセスメントツール・
CFP（Case Formulation in 

Probation/Parole）の開発・運用
[特徴]
・再犯リスクを科学的に評価

・再犯に結び付く要因や

改善更生に資する事項を

網羅的に検討

・犯罪に至るプロセスを分析

再犯リスクに応じた密度で

個々の問題や特性に焦点を

当てた処遇を実施

しょく罪指導プログラム

社会貢献活動

類型別による処遇 ( R 3 . 1 ～ )
共通する問題性等に焦点を当てた
ガイドラインによる処遇

就労困難
就学（中学生）

精神障害
（発達障害・知的障害）

高齢

暴力団等
暴走族
特殊詐欺

薬物
アルコール
性犯罪

ギャンブル
嗜癖的窃盗

不良集団領域関係性領域

児童虐待
配偶者暴力
家庭内暴力
ストーカー

嗜癖領域社会適応領域

高齢又は障害を有する受刑者等に

対して、地域生活定着支援センター 

と連携して、出所後の帰住地確保、

必要な福祉サービス等の調整

高齢 ・障害を有する者

性犯罪者

性犯罪再犯防止プログラムの改訂（R4.4～）

保護観察所において実施する性犯罪再犯防止プログラムについて、刑事施設におけるプログラムとの

連携を一層深めるとともに、再発防止計画作成後の指導効果の維持等を図るため必要に応じメンテナ
ンスプログラムを実施すること等を内容とする改訂を実施

CFPによる分析の例

特別調整

対象者の特性に応じた取組例

再発防止計画の例

（人）

（H2９年度～R６年度）

再発
さ い は つ

防止
ぼ う し

計画
け い か く

（セルフ・マネージメント・プラン）

 年
ねん

     月
がつ

   日
にち

 

社会的
しゃかいてき

サポート（支
ささ
えになる人

ひと
・機関
きかん

） 

コーピング コーピング 

コーピング 

危険
きけん

な状況
じょうきょう

 

ひきがね 

ためこみ 

日常
にちじょう

 

実行
じっこう

 緊急
きんきゅう

時
じ
のコーピング 

緊急
きんきゅう

時
じ
のコーピング 

ストップ 

（加害
かがい

） 

連絡先
れんらくさき

・場所
ばしょ

など  ：  

① 名
な

  前
まえ
（組織名
そしきめい

） ：  

② 名
な

  前
まえ
（組織名
そしきめい

） ：  

連絡先
れんらくさき

・場所
ばしょ

など  ：  

なりたい自分
じぶん

 なりたい自分
じぶん

になるためにすること 

保護観察対象者等の特性に応じた指導及び支援の充実強化 【R8予算（案）額 138,179千円の内数】
刑務所出所者等に対する福祉的支援等の実施 【R7補正予算額 730,964千円の内数】

【R8予算（案）額 6,558,214千円の内数】

大麻事犯者用コアプログラムの新設（R5.12～）

大麻事犯の保護観察対象者が増加傾向にあるこ
とに対応するため、大麻事犯者の特性に応じた課
程を新設

専門的援助の活用（R5.12 ～）

地域の支援機関・団体等による専門的援助の受講

の義務付けを可能とし、社会資源との連携を強化

（人）

1415
1872

3121
3498 3502 3239 3132

2661 2354

0
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3000

4000

平成２８年 ２９年 ３０年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

薬物再乱用防止プログラム開始人員の推移

仮釈放者 保護観察付全部猶予者 保護観察付一部猶予者 18歳以上の少年

437 384 398 
370 401 350 

385 
366 

117 87 106 104 90 99 100 88 

225 187 
199 

211 235 188 211 209 252 227 317 

311 373 
350 369 392 

809 
698 

775 767 
826 

752 796 766 

 -

 200
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 1,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

特別調整終結人員の推移
高齢 身体障害 知的障害 精神障害 総数

⇒ 各取組については、適宜効果検証等を実施の上、必要に応じて内容の見直しを行っている



心神喪失者等医療観察制度と保護観察所

警察

検察庁

裁判所

検

察

官

送致

起訴

心神喪失等で
不起訴処分

心神喪失等で
無罪等の
確定裁判

申立て

鑑

定

医
生活環境の
調査

（330件）※

地

方

裁

判

所

保
護
観
察
所 生活環境の

調整
（1,017件）※

退院許可等
申立て

退院許可
決定

保 護 観 察 所

精神保健観察
（820件）※

処遇終了等
申立て

都道府県・市町村
（精神保健福祉センター

・保健所等）

障害福祉サービス
事業者等

処遇終了
決定

入院
決定

通院
決定

審判（入院又は通院の決定手続） 指定入院医療機関による医療 地域社会における処遇

通院期間の
満了

対象行為

保
護
観
察
所

※（ ）内は令和６年における取扱件数。生活環境調査の件数については、医療観察法第３３条１項の申立てによるものに限る。

地
方
裁
判
所
（
審
判
）

一
般
の
精
神
医
療
・
精
神
保
健
福
祉
の
継
続

６つの罪種
放火、不同意性交等・
不同意わいせつ、殺人、
傷害、強盗

指
定
入
院
医
療
機
関

指
定
通
院
医
療
機
関

地
方
裁
判
所
（
審
判
）

地
方
裁
判
所
（
審
判
）

【R8予算（案）額 306,719千円の内数】



相談

国

帰国費等貸出金・短期貸出金

困窮邦人（債務者）

困窮邦人等対策費（外務省領事局海外邦人安全支援室）

令和８年度概算決定額
（令和７年度予算額

２４，２６３千円
２４，４９９千円）

事業概要・目的

資金の流れ

帰国後返還（債権回収）

困窮邦人

期待される効果

○ 海外における邦人の生命及び身体の保護は外務省の最も重要な責務の一つ。
様々な理由により、在外において経済的に困難な状況に陥った邦人を国内法等に基
づいて必要な範囲内で支援するもの。

○ 困窮邦人帰国対策費：困窮状態に陥り、自ら帰国費用を工面できず、家
族・関係者からも支援が受けられない邦人に帰国費用を貸し付け、債務者は帰
国後に同費用を返還する。滞在国の公的扶助が望めない者に対し、本邦での公
的扶助受給による救済に繋げるためのセーフティーネット。「国の援助等を必
要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律」（国援法）に基づき実
施する。

○ 海外邦人援護短期貸出金：海外で事件・事故や災害等により所持金を失っ
た邦人に対し、当該邦人の家族等から支援（送金）を受けるまでに必要な最低
限の滞在費の貸し出し（一人あたりの上限は原則として５万円程度）を行う。
申請時に迅速に対応できるよう、年度初めに在外公館に対し予算を送金する。

○ 債権回収：帰国後、貸出金の返還が行われない場合、国援法及び債権管理
法に基づき、課員が債務者宅まで出張し、支払いの意思を確認する等の財務調
査を行う。

○ 特殊困窮邦人対策費：第二次大戦前後、朝鮮半島に渡り、困窮した在韓日
本人妻等を支援するため、支援団体を通じ生活・医療扶助を行う。

○ 海外で困窮に陥った邦人の帰国するための最後のセーフティネットと
しての機能。

○ 経済的に困窮している在韓日本人妻等の最低限の生活の維持及び医療支
援による健康維持・増進。

事業イメージ・具体例

在外
公館

援助団体
困窮邦人

（在韓日本人妻等）

領事事務謝金

職員内国旅費（財務調査・臨戸）

①相談

在外公館

④国援法に基づき
帰国費用を貸付

②支援を要請

家族・関係者

③支援がない場合

⑤帰国
⑥帰国後、帰国費用を返済

所持金を
失った邦人

在外公館

①相談

家族等

②送金の要請

③送金の受諾④最低限の滞在費の
貸し出し(上限５万円）

⑤送金受領後、返済

困窮した在韓
日本人妻等

在外公館

支
援
団
体

特殊困窮邦人
対策費



在外公館

領事事務謝金
精神科顧問医、
精神病院 等

資金の流れ

海外邦人精神障害者対策費（外務省領事局海外邦人安全支援室）

令和８年度概算決定額 ７，９７６千円
（ 令和７年度予算額 ７，０３０千円）

事業概要・目的

期待される効果

事業イメージ・具体例

在外公館

①連絡 謝金

③診療・病状把握

現地病院
本邦病院

⑤入院

専門家

国

○ 海外において精神疾患を抱える邦人の保護・帰国支援のため、
現場の領事の負担を軽減する観点から自傷他害の危険を未然に防ぎ、
現地治療に繋げるために現地において精神医療専門家の支援を得る
もの。

○ 在外邦人130万人を対象にした調査（2024年実施）によると、そのうち
45％が海外で孤独を感じている。このような状況において、精神的な不調
を感じる在外邦人に対して、専門家による支援を行う必要が高まる可能性
がある。外務省の責務である海外における邦人の生命を保護する観点か
ら、こうした支援をが求められた場合に適切に対応する必要がある。

○ 委託された専門家は、当該邦人の病状を把握した上で在外公館領
事に助言すると共に、重症者に関しては、現地医療機関への受入依
頼等、医療支援を行う。また、精神疾患等を抱える邦人の帰国に向
けて、本邦受入れ先病院等に医療情報提供等の調整を行う。

○ 病状の程度によって単身では帰国便に搭乗できない場合、医
師・看護師等を付添わせ帰国させ、本邦到着空港へ担当官を派遣す
る。

○ 根拠となる政策等
・経済財政運営と改革の基本方針2024

(令和6年6月21日）
第2章7(1) 「外交・領事実施体制を抜本的に強化する。」

・「外交力の抜本的強化を求める決議」自民党政務調査会
(令和6年5月14日)
5 外交・領事実施体制の抜本的強化

○ 海外において精神疾患を抱える邦人に対し適切な保護・帰国支援を行
うことが可能になる。
○ 在外公館の領事サービスが向上し、邦人保護体制が強化される。

精神疾患を
抱える邦人

⑤医療支援

①相談

現地当局

②相談

④助言

⑥帰国

   帰国支援

⑥医療情報提
供等の調整



２  事業の概要・スキーム・実施主体等

１  事業の目的

個別労働紛争対策事業

令和８年度予算(案)額 33億円（31億円）※（）内は前年度当初予算額

雇用環境・均等局総務課総務課
労働紛争処理業務室（内線7736）

近年、労働組合組織率の低下、企業の人事労務管理の個別化、長期安定雇用の縮小などに伴い、解雇や労働条件の引
き下げ、いじめ・嫌がらせなどをめぐる個々の労働者と事業主との間の紛争が増加している。民事上の個別労働紛争の
解決は、最終的には司法機関の役割であるが、司法機関の利用には労使ともに時間的、経済的負担が伴う。
そのため、司法機関との役割分担の下で、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、行政として信頼で

きる簡易・迅速な紛争解決機能を無料で提供し、当該紛争の未然防止と自主的解決を促進することを目的として事業を
行っている。

都道府県労働局（＝実施主体）

総合労働相談コーナー 都道府県労働局及び労働基準監督署等に設置｜全国379か所
【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第３条】

○ 法施行事務（監督権限の行使、行政指導の実施等）に関する相談

○ 個別労働関係紛争の解決方法等に関する相談

企 業

労働者 事業主

自主的解決

相談

紛争

相談者からの申請相談者からの申出

○都道府県
（労政主管事務所、
労働委員会 等）

○裁判所
○法テラス
○民間ＡＤＲ 等

情報提供
連携

労働基準監督署
公共職業安定所
雇用環境・均等部(室)

関係法令に基づく
行政指導等

取次ぎ

労働局長による助言･指導
 【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第４条】

・話合いの促進
・解決の方向性を示唆

・あっせん委員（弁護士等）による
紛争当事者の合意形成

紛争調整委員会によるあっせん
 【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第５条】

相談者から
の申請

○ 労働関係の法令、裁判例、各種制度等に関する問い合わせ

労働特会 子子特会 一般
会計労災 雇用 徴収 育休

約49/100 約49/100 約2/100

◆ 実施主体：国（都道府県労働局）
◆ 負担割合：国10/10
◆ 事業実績(令和６年度)：総合労働相談件数 1,201,881件  

  助言・指導申出件数 8,664件
  あっせん申請件数 3,867件
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